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○ 総 務 省 令 第    号  
電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 四 十 条 及 び 第 百 七 十 六 条 の 二 の 規 定 に 基 づ き 、

電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 及 び 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  村 上 誠 一 郎  

電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 及 び 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

（ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 下 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲

げ る も の の よ う に 改 め る 。

別紙２  
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改  正  後 改  正  前 
（ 外 国 政 府 等 と の 協 定 等 に お け る 重 要 事 項 ） 

第 二 十 七 条 法 第 四 十 条 の 総 務 省 令 で 定 め る 重 要 な 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 

（ 外 国 政 府 等 と の 協 定 等 に お け る 重 要 事 項 ） 

第 二 十 七 条 ［ 同 上 ］ 

一 次 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 提 携 を 内 容 と す る 協 定 又 は 契 約 （ 当 該 電 気 通 信 役

務 の 提 供 に 関 し 、 当 事 者 が 取 得 し 、 又 は 負 担 す べ き 金 額 の み を 変 更 す る も の を 除 く 。 ） に あ

つ て は 、 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 の 種 類 、 対 地 及 び 当 該 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 し 、 当 事 者 が

取 得 し 、 又 は 負 担 す べ き 金 額 

イ 国 際 電 話 等 （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 二 十 号 に 規 定 す る も の を い い 、 音 声

を 伝 送 交 換 す る た め の 電 気 通 信 設 備 を 用 い て そ の 内 容 を 蓄 積 す る こ と な く 通 信 を 行 う も の

に 限 り 、 交 換 取 扱 人 を 介 し た 通 話 そ の 他 付 随 的 な も の を 除 く 。 ） 

ロ 衛 星 移 動 通 信 サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 五 号 に 規 定 す る も の を い

い 、 音 声 を 伝 送 交 換 す る た め の 電 気 通 信 設 備 を 用 い て そ の 内 容 を 蓄 積 す る こ と な く 通 信 を

行 う も の に 限 り 、 交 換 取 扱 人 を 介 し た 通 話 そ の 他 付 随 的 な も の を 除 く 。 ） 

ハ 携 帯 電 話 に お け る 国 際 ロ ー ミ ン グ サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 者 と 外 国 政 府 又 は 外 国 人 若 し

く は 外 国 法 人 と の 提 携 に よ り 、 一 方 の 当 事 者 が 携 帯 電 話 サ ー ビ ス を 提 供 す る 国 又 は 地 域 に

お い て 当 該 一 方 の 当 事 者 の 携 帯 電 話 サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け る 利 用 者 が 、 他 方 の 当 事 者 が 携

帯 電 話 サ ー ビ ス を 提 供 す る 国 又 は 地 域 に お い て 、 当 該 一 方 の 当 事 者 の 携 帯 電 話 サ ー ビ ス を

利 用 す る 場 合 に 使 用 す る 移 動 端 末 設 備 と 同 様 の 移 動 端 末 設 備 を 用 い て 、 当 該 他 方 の 当 事 者

の 音 声 伝 送 役 務 （ そ の 内 容 を 蓄 積 す る こ と な く 通 信 を 行 う も の に 限 り 、 交 換 取 扱 人 を 介 し

た 通 話 そ の 他 付 随 的 な も の を 除 く 。 ） 又 は デ ー タ 伝 送 役 務 の 提 供 を 受 け る こ と を 可 能 と す

る サ ー ビ ス を い い 、 仮 想 移 動 電 気 通 信 サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十

九 号 に 規 定 す る も の を い う 。 ） を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 提 供 す る も の を 含 む 。 ） 

一 電 気 通 信 役 務 （ 音 声 を 伝 送 交 換 す る た め の 電 気 通 信 設 備 を 用 い て そ の 内 容 を 蓄 積 す る こ と

な く 通 信 を 行 う も の （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 電 話 等 の 役 務 」 と い う 。 ） に 限 り 、 交 換 取 扱 人

を 介 し た 通 話 そ の 他 付 随 的 な も の を 除 く 。 ） の 提 供 （ 本 邦 外 の 場 所 と の 間 で 電 話 等 の 役 務 を

提 供 す る た め の 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 （ 電 気 通 信 回 線 設 備 を 設 置 す る 電 気

通 信 事 業 者 を 除 く 。 ） が 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 に あ つ て は 、 当 該 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 受 け

る 契 約 を 締 結 す る 者 の 使 用 に 係 る 端 末 設 備 が 電 話 等 の 役 務 を 提 供 す る た め に 用 い ら れ る 電 気

通 信 回 線 設 備 に 接 続 さ れ る 態 様 の も の に 限 る 。 ） に 関 す る 提 携 を 内 容 と す る 協 定 又 は 契 約 （

以 下 こ の 号 に お い て 「 協 定 等 」 と い う 。 ） に あ つ て は 次 の 事 項 

イ 電 気 通 信 回 線 を 設 定 し 、 変 更 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と き は 、 そ の 区 間 並 び に こ れ に

よ り 取 り 扱 う 電 気 通 信 役 務 の 種 類 及 び 対 地 

ロ 電 話 等 の 役 務 の 提 供 に 関 し 、 当 事 者 が 取 得 し 、 又 は 負 担 す べ き 金 額 。 た だ し 、 次 に 掲 げ

る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

（１
）

 既 に 音 声 を 伝 送 交 換 す る 機 能 に つ い て 協 定 等 を 締 結 し て い る 相 手 方 と の 間 で 、 音 声 に

影 像 を 統 合 し て 伝 送 交 換 す る 機 能 を 追 加 す る た め に 協 定 等 の 変 更 を し よ う と す る 場 合 で

あ つ て 、 当 事 者 が 取 得 し 、 又 は 負 担 す べ き 金 額 が 音 声 を 伝 送 交 換 す る 場 合 と 同 一 で あ る

か 、 又 は こ れ を 下 回 る こ と が 明 ら か な と き 。 

（２
）

 協 定 等 の 相 手 方 が 、 特 定 の 対 地 の 区 分 に お い て 着 信 側 の 電 気 通 信 事 業 者 を 追 加 す る こ

と に 伴 い 、 当 該 協 定 等 の 変 更 を し よ う と す る 場 合 で あ つ て 、 当 該 区 分 に お い て 取 得 し 、

又 は 負 担 す べ き 金 額 が 増 加 し な い こ と が 明 ら か な と き 。 

（３
）

 （１
）

又 は （２
）

に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 当 事 者 が 取 得 し 、 又 は 負 担 す べ き 金 額 が 減 少 す る 場

合 （ 対 地 ご と 、 着 信 側 の 電 気 通 信 役 務 の 種 類 ご と 又 は 通 信 量 ご と そ の 他 の 区 分 に よ り 多

数 の 区 分 を 設 け て い る 場 合 に あ つ て は 、 い ず れ の 区 分 に お い て も 取 得 し 、 又 は 負 担 す べ

き 金 額 が 増 加 し な い こ と が 明 ら か な と き に 限 る 。 ） 

ハ 電 話 等 の 役 務 の 提 供 に 関 し 、 取 り 扱 う 通 信 量 の 割 合 

［ 二 略 ］ ［ 二 同 上 ］ 

様式第20 様式第20 

［略］ ［同左］ 

［表略］ ［表同左］ 

注１ 「電気通信役務の種類」には、電気通信事業法施行規則第27条第１項の号の細分の別を記

載すること。 

［２ 略］ 

注１ 「電気通信役務の種類」には、電話又は総合デジタル通信サービスの別を記載すること。 

 

［２ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。  
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改  正  後  改  正  前  
（ 卸 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 報 告 ）  

第 四 条 の 九 ［ 略 ］  

［ ２ ～ ６  略 ］  

（ 卸 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 報 告 ）  

第 四 条 の 九 ［ 同 上 ］  

［ ２ ～ ６  同 上 ］  

７ 第 四 項 の 規 定 に よ る 契 約 約 款 の 公 表 は 、 そ の 実 施 の 日 か ら 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る こ と

に よ り 、 こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

７ 第 四 項 の 規 定 に よ る 契 約 約 款 の 公 表 は 、 そ の 実 施 の 日 か ら 、 営 業 所 そ の 他 の 事 業 所 （ 商 業 登

記 簿 に 登 記 し た 本 店 又 は 支 店 に 限 る 。 ） に お い て 閲 覧 に 供 す る と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利

用 す る こ と に よ り 、 こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

様式第24（第５条関係） 様式第24（第５条関係） 

［表略］ 

注１ 国際電話等及び衛星移動通信サービス（音声を伝送交換するための電気通信設備を用い

てその内容を蓄積することなく通信を行うものに限り、付随的なサービスを除く。以下同

じ。）並びに携帯電話における国際ローミング（その内容を蓄積し通信を行うもの及び付

随的なサービスを除く。以下同じ。）に関する協定又は契約について記載すること。 

２ 「締結・変更の別」の欄には、締結（基本契約（割引契約（基本的な契約に追加して行

う契約であり、当該基本的な契約に基づく料金に優先して適用する料金を定めるものをい

う。以下同じ。）以外のものをいう。以下同じ。））、締結（割引契約）、変更（基本契

約）又は変更（割引契約）と記載することとし、変更の場合にあつては、「備考」の欄に

その概要を記載すること。 

３ 「サービスの種類｣の欄には、国際電話等、衛星移動通信サービス又は携帯電話におけ

る国際ローミングの別を記載すること。 

４ 「対地」の欄には、国際電話等において第三国を中継する場合には最終着信先を記載す

るとともに、括弧書で当該第三国の名称を記載すること。 

５ 「精算料金（国際計算料金を含む。）」については、料金体系が複数ある等により欄内

に記載しきれない場合には別紙とすること。ただし、主要な料金体系のみを記載すること

を妨げない。 

［６・７ 略］ 

８ その他協定又は契約に定める精算料金に係る条件がある場合には、「備考」の欄にその

旨を記載すること。 

［９・10 略］ 

［表同左］ 

注１ 国際電話等及び携帯電話における国際ローミング（その内容を蓄積し通信を行うもの及

び付随的なサービスを除く。）に関する協定又は契約について記載すること。 

 

 

２ 「締結・変更の別」の欄には、締結又は変更と記載することとし、変更の場合にあつて

は、「備考」の欄にその概要を記載すること。 

 

 

 

３ 「サービスの種類｣の欄には、国際電話・ＩＳＤＮ、国際電話・ＩＳＤＮ（衛星）又は

携帯電話における国際ローミングの別を記載すること。 

４ 「対地」の欄には、第三国を中継する場合には最終着信先を記載するとともに、括弧書

で当該第三国の名称を記載すること。 

５ 「精算料金（国際計算料金を含む。）」については、料金体系が複数ある等により欄内

に記載しきれない場合には別紙とすること。 

 

［６・７ 同左］ 

８ その他協定又は契約に定める精算料金に係る条件がある場合には、「備考」の欄に記載

すること。 

［９・10 同左］ 

備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 省 令 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 準 備 行 為 ）  

第 二 条  電 気 通 信 事 業 者 （ 電 気 通 信 事 業 法 第 二 条 第 五 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ

。 ） は 、 同 条 第 三 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 提 携 を 内 容 と す る 協 定 又 は 契 約 （ 以 下

「 協 定 等 」 と い う 。 ） で あ っ て 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 以 下 「 新 施

行 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 十 七 条 に 規 定 す る 重 要 な 事 項 を 内 容 と す る も の を こ の 省 令 の 施 行 の 日 （ 以

下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 締 結 し 、 変 更 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と き は 、 施 行 日 前 に お い て

も 、 同 法 第 四 十 条 の 認 可 に 係 る 申 請 を す る こ と が で き る 。  

（ 経 過 措 置 等 ）  

第 三 条  新 施 行 規 則 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 締 結 し 、 変 更 し 又 は 廃 止 し よ う と す る 協 定 等 に つ い て 適

用 す る 。  

２  第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 規 定 は 、 報 告 期 限 が 令 和 七 年 六 月 一 日 以 後

で あ る 報 告 か ら 適 用 し 、 報 告 期 限 が 令 和 七 年 五 月 三 十 一 日 以 前 で あ る 報 告 に つ い て は 、 な お 従 前 の

例 に よ る 。  
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第 四 条  電 気 通 信 事 業 者 は 、 附 則 様 式 に よ り 、 令 和 七 年 五 月 三 十 一 日 ま で に 、 新 施 行 規 則 第 二 十 七 条

第 一 号 ハ に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 提 携 を 内 容 と す る 協 定 等 の う ち 施 行 日 前 に 締 結 し 、

か つ 、 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 効 力 を 有 す る も の （ 新 施 行 規 則 第 二 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る デ ー

タ 伝 送 役 務 の 提 供 に 関 す る 提 携 を 内 容 と す る も の に 限 り 、 令 和 七 年 五 月 三 十 一 日 ま で に 、 附 則 第 二

条 の 申 請 を 行 っ て い る も の を 除 く 。 以 下 「 報 告 対 象 契 約 」 と い う 。 ） に つ い て 、 報 告 対 象 契 約 に 係

る 協 定 書 又 は 契 約 書 の 写 し を 添 え て 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
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附則様式  

外国政府等との協定等の報告  

年  月  日  

総務大臣  殿  

郵便番号  

（ふりがな）  

住   所   

（ふりがな）  

氏   名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記

載すること。）  

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号  

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること。担

当 部 署 等 が あ る 場 合 は 、 当 該 担 当

部署名等を記載すること。）  

 

国名  外国政

府又は

外国人

若しく

は外国

法人  

基本

契約

・割

引契

約の

別  

協定等

締結年

月日  

サービ

スの種

類  

対地  精算料金  協定又

は契約

の有効

期間  

備考  

通貨  金額  課金

単位  

           

          

          

           

          

          

注１  携帯電話における国際ローミング（付随的なサービスを除く。）に関する協定又は契約に

ついて記載すること。  

 ２  「基本契約・割引契約の別」の欄には、基本契約又は割引契約と記載すること。  

 ３  「サービスの種類 ｣の欄には、「携帯電話における国際ローミング」と記載すること。  

 ４  「精算料金」については、料金体系が複数ある等により欄内に記載しきれない場合には別

紙とすること。ただし、主要な料金体系のみを記載することを妨げない。  

 ５  「協定又は契約の有効期間」の欄には、始期及び終期を年月日で記載すること。有効期間

が明確に定められていない場合にはその旨を注記すること。  

 ６  その他協定又は契約に定める精算料金に係る条件がある場合には、「備考」の欄に その旨

を記載すること。  

 ７  「国名」、「外国政府又は外国人若しくは外国法人」及び「対地」の項は、必要に応じ、

適宜増減すること。  

 ８  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。  


